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第１号議案

2025 年度事業報告書・決算関係書類等承認の件

 本議案について、本旨に反しない範囲での字句の修正を理事会に一任します。
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第２号議案

2026 年度事業計画及び予算決定の件

 本議案について、本旨に反しない範囲での字句の修正を理事会に一任します。
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名古屋大学消費生活協同組合 2026 年度事業計画・予算

1. はじめに

私たちを取り巻く社会の変化

国内外で起こる様々な出来事が、私たちの普段のくらしに大きな影響を及ぼしています。

2025年は「終戦・被爆 80 年」を迎えました。現在、国際社会では安全保障をめぐる緊張が続い

ています。世界的な不安定さが長期化する中、平和と安定をめぐる課題は私たちの生活にも無

関係ではありません。

国内においては、原材料高や円安、エネルギー価格や物流コストの上昇などを背景に、物価高騰

が長期化しています。賃上げの動きは見られるものの、物価上昇には追いつかず、組合員の暮ら

しは依然として厳しい状況にあります。

生協の店舗運営においても、商品の仕入れコストが増加したり 納品オペレーションに制約が生

じたりするなど、大きな影響を受けています。

加えて地球温暖化等の影響により、記録的な酷暑や豪雨などの異常気象が起こり各地に甚大な

被害をもたらしています。農作物の収穫にも影響を及ぼし、食材価格の高騰にもつながる問題

となっています。

人工知能（AI）は昨今 急速に発展・普及しており、私たちの生活に大きな影響を与えています。

様々な社会課題の解決に寄与することが期待される一方で、プライバシー保護やセキュリティ

リスク、誤情報・倫理的課題への対応等が求められています

名大生協の事業活動について

中期計画 2025-2028の 2年目となります。

改めて、中期計画で掲げている名大生協のミッションを大切にしながら、2026 年度事業方針の

実践にあたります。

① 【学生の成長、魅力ある大学・社会づくり】平和憲章のある大学として、社会構成員とし

て、人と環境にやさしい平和な地域・社会づくりを進めます。

② 【キャンパスコミュニティの充実】組合員どうしがつながり、協力・協同で、安全で充実し

た大学生活づくり・キャンパスづくりを進めます。

③ 【勉学・研究への支援】学びの共生空間を広げ、魅力ある大学づくりへ貢献していきます

（勇気ある知識人の育成へ協力していきます）

2. 2026年度 方針

(1) 組合員の生活基礎である「食」を支える事業を通じて、組合員満足の追求をすすめます。

食パスのお申込者の増加（2025 年度・新入生の約 72％）とともに、食堂利用者も増加していま

す。また 2025 年 4月より食パスの利用可能商品の範囲を拡大（購買のパン・米飯分類）したこ

とにより、購買の利用も大きく増加しています。こうした変化の中、食堂別にみると利用者の増

加率にはばらつきがあります。

混雑の緩和をはじめ満足度の高い食堂となることを目指し、利用動線の改善、メニュー編成の

改定や QSCA のさらなる向上を進めます。とりわけ 2026 年 4 月から予定されているメニュー編

成の見直しによって、より多くのご利用につなげます。
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また購買における食品のご利用についても、2025 年度の利用動向を分析し、さらなる品揃え強

化を進めます。

2025年 7月に開業した Common Nexus内の売店（ComoNe KIOSK）について、大学のご依頼を受け

生協が営業を行っています。収支均衡を目指し、店舗運営の最適化を進めます。

(2) 大学生活を通じてキャリア形成のためのコンテンツ提案や名大生にふさわしい学修スタイルのサポ

ートをすすめます。

新入生に対し、名大生の学修スタイルを踏まえたデバイスや使い方の提案を行ってきました。

2026年度においても、こうした名大生の実態をはじめ AI 活用の広がりなどの情勢を踏まえた提

案を行っていきます。

名大生 Grow Up講座での入学時における大学生活の目標づくりのサポートを進めます。

また入学時だけでなく大学生活４・６年間の成長を見据えた様々な学び・成長を支援する取り

組みの展開を模索します。

留学・異文化体験・資格取得・読書・長期インターン等の提案を行ってきています。

オリジナル公務員講座では受講生どうしの励まし合いなど、人と人とのつながりを大切にした

取組みを進めてきています。

(3) 公費事業の拡大をすすめます。

公費利用は（名大生協に限らず）減少傾向にあります。積極的な研究室訪問活動をはじめ、動

向・ニーズの変化を敏感にキャッチし、提案につなげていきます。

なかでも、北部厚生会館横に建設中の LYKEION 研究棟完成後の研究推進の動向を敏感にキャッ

チし、名古屋大学における研究活動をしっかりとサポートできるよう提案強化を進めます。

公費システム（物品調達・会計連動システム）の採用について、大学（および岐阜大も含めた機

構）と 今後 2－3年程度をかけ協議・検討を進めていきます。

(4) 2026年度新学期事業活動を成功させます。

2025 年度新学期は、商品・サービス提案によってご利用の多寡に差はありますが、総じて多く

の新入生にご利用いただけた新学期でした。

大学のご協力により新入生への情報発信の早期化が実現し、また生協主催の入学準備説明会へ

のご参加が増えたことにより、生協からのご案内がしっかり新入生に届けられるようになった

ことが成果に結びついています。

2026 年度においても引き続き大学の方針や学生の実態を踏まえた提案を学生・職員が協力して

行うことで、安心して大学生活を迎えられるようサポートしていきます。

(5) ４本柱を軸とした共済活動を通じて健康で安全な大学生活の実現に寄与します。

2025年度 新入学時の生命共済加入率は、残念ながら 72.7%に留まる結果となりました。新学期

に関わるメンバー内での学習を進め、名大生への給付実態や先輩の声を踏まえた提案を行って

いくことで、80％の加入率を目指します。

また、学生総合共済の大きな特長のひとつである新社会人コースについても、新入生・卒業生へ
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の提案を強化します。

通常期においても共済の 4本柱（加入・給付・報告・予防）を意識した活動を、学生委員会と職

員が協力して進めます。

(6) 年間を通じた住まい紹介事業を強化します。

部屋探しの早期化の動向を踏まえ、相談会の展開を早期から行い、新入生（・受験生）のニーズ

に応えます。

住まい探し情報サイトの有効活用・食生活応援パックの取組み・入居者セミナーの開催、親切丁

寧な応対、先輩学生のアドバイス等を通じて、大学生活４・６年間、安心して生活できる住まい

探しをサポートしていきます。

大学生協を通じた住まい紹介のシェア 50％を目指します。

(7) 組織委員会・組合員活動の活性化を促進します

学生委員会・留学生委員会の拡大が進んできました。またこの数年間 メンバーがおらず活動停

止していた院生委員会は 2024 年度より活動を再開させ徐々に活発化が進んでいます。

2025 年度は食堂部での「自炊教室」や書籍部における「本屋トーク」など、職員と学生・教職

員の協力によって、生活や学びを豊かにする取り組みが行われてきました。2025 年度も、組合

員の生活や願いを常に大切にした活動に取り組んでいきます。また、総代ミーティングや教職

員組合員懇談会等をはじめ、さまざまな場面で、組合員のニーズをとらえ生協の運営に参加い

ただく機会を設けていきます。

(8) 業務システム（NR-G）の活用をすすめます

システムの稼働から 4年目となりました。2025年 7月の Phase 4.0リリースをもって開発がひ

と段落し、日常の稼働も概ね安定してきています。

システムを活用した経営分析や作業効率化等の業務改善につなげていきます。

(9) 店舗運営の効率化・改善を進めます。

長時間営業無人店舗の実現について、2026年度への継続課題として具体化を進めます。

鶴舞地区・大幸地区・印刷部の運営スマート化（一体的運営）を検討します。
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3. 2026年度予算編成方針と予算案

(1) 予算編成方針

事業剰余・経常剰余・税引前剰余

事業剰余の赤字幅を縮小させます（▲3,584万円（うち北部会館減価償却 約▲1,600万円））

新北部会館に関わる寄附（特別損失）▲1,333万円

出資金整理益（事業外収益）を予算化します。

人件費・物件費

正規職員は新キャリアパス制度運用開始による人件費を想定します。併せて体制の見直し

を検討します。

定時職員は、10 月以降の最賃上昇に伴う時給改定は＋60 円、年間総額＋5％を想定します。

社保適用拡大に関して、名大生協も 2027 年 10 月から対象に入る見込みです。施行 1 年前

の 2026 年 10 月契約更新までに稼働・収支の見通しを立てていきます。

水光熱費・施設維持管理費（備品の修繕・更新）は 2025年度実績並みを想定します。

北部厚生会館の減価償却が進み費用減少することを想定します。

供給剰余・事業総剰余

食堂価格改定による供給高・供給剰余高の上昇を見込みます。

食パスによる 08 分類の利用は、利用上限の増額も踏まえ、2025年度実績＋5%以上の増加を

目指します。

新入生の共済加入率 80%を目指します。

卒業生の新社会人コース申込を推進します。

新入生の住まい紹介シェア 50%を目指します。

供給高

供給高 37.8 億円を目指します。

食パスの利用最大化を含めた「食」の利用増。とりわけイートインの利用拡大模索。

2026 新学期のご利用増を進めます。

公費利用の獲得拡大を進めます。
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(2) 2026年度予算案

単位：千円 2025実績 2026予算 2026-2025 2026/2025 補足説明

供給高 3,578,275 3,779,644 201,369 105.6% 売上

供給値引 38,041 39,547 1,506 104.0%

供給剰余金 751,630 797,048 45,418 106.0% 粗利益

共済受託手数料収入 25,499 25,470 -29 99.9%

供給事業手数料収入 1,070 0 -1,070 0.0%

その他手数料収入 79,878 82,785 2,907 103.6%

その他事業収入計 106,447 108,255 1,808 101.7% 共済・斡旋の取り扱いによる手数料収入

事業総剰余金 858,077 905,303 47,226 105.5% 事業活動による総収入額

役員報酬 19,542 18,446 -1,096 94.4% 理事・監事への報酬

職員給与 171,790 172,868 1,078 100.6% 正規職員の給与・賞与・通勤交通費

定時職員給与 296,923 315,416 18,493 106.2% パート・アルバイトの給与・通勤交通費

退職給付費用 6,473 8,040 1,567 124.2% 職員の退職金の引当額

法定福利費 44,862 46,291 1,429 103.2% 社会保険・雇用保険等の保険料

厚生費 5,514 4,683 -831 84.9% 健康診断・制服代等

役員退職給与引当金繰入 775 1,635 860 211.0% 役員の退職金の引当額

賞与引当金繰入 10,666 6,300 -4,366 59.1% 賞与の支払いに備えるための引当額

派遣人件費 693 0 -693 0.0% 派遣社員の人件費

人件費合計 557,238 573,679 16,441 103.0% 人件費の総合計額

教育文化費 1,991 1,430 -561 71.8% 組合員活動・組織委員会活動の費用

広報費 18,221 17,999 -222 98.8% 広報宣伝費用・ポイント還元費用等

消耗品費 42,473 38,934 -3,539 91.7% 少額の備品・事務用品等の費用

物流費 7,500 9,289 1,789 123.9%

車両運搬費 2,574 2,631 57 102.2% ガソリン代・商品の配送に関する費用

貸倒引当金繰入 -116 0 116 回収不能が見込まれる供給未収金額

ポイント引当金繰入 -61 50 111 -82.4% 将来還元が見込まれるポイント額

施設維持管理費 29,426 22,418 -7,008 76.2% 施設や器具備品の修繕・清掃費用等

減価償却費 41,013 32,604 -8,409 79.5% 資産の償却費用

賃借料 9,527 8,604 -923 90.3% POSレジのレンタル費用等

水道光熱費 42,616 44,672 2,056 104.8% 電気・ガス・水道代

保険料 2,630 2,780 150 105.7% 生協で加入している保険の支払額

委託料 67,323 69,717 2,394 103.6% 業務・会計システム使用料・保守費用

研修採用費 4,080 3,706 -374 90.8% 役職員教育及び採用に関する費用

調査研究費 381 449 68 117.9% 調査活動に必要な書籍代・出張旅費等

会議費 2,262 2,349 87 103.9% 基幹会議運営・連帯活動に関わる会議費用

諸会費 12,038 11,822 -216 98.2% 連合会・愛知県生協連等の年会費

渉外費 172 146 -26 85.1% 渉外活動に関する費用

租税公課 4,179 4,103 -76 98.2% 税金や公共団体へ納める会費

通信交通費 5,170 5,769 599 111.6% 電話代・通信代・市内交通費等

雑費 1,058 350 -708 33.1% 上記の勘定科目に当てはまらない費用

事業連合委託費 86,017 87,641 1,624 101.9% 事業連合の共同運営費

物件費合計 380,473 367,463 -13,010 96.6% 販売費・一般管理費の合計

事業経費合計 937,711 941,142 3,431 100.4% 人件費＋物件費

事業剰余金 -79,634 -35,839 43,795 45.0% 事業総剰余-事業経費　営業利益

受取利息 962 0 -962 0.0%

受取配当金 47 0 -47 0.0%

雑収入 12,001 14,124 2,123 117.7%

出資金整理益 18,904 10,000 -8,904

事業外収益 31,913 24,124 -7,789 75.6%

支払利息 0 0 0

雑損失 777 240 -537 30.9%

事業外費用 777 240 -537 30.9%

経常剰余金 -48,498 -11,955 36,543 24.7% 事業剰余＋事業外収支　経常利益

特別利益 3 0 -3 0.0%

特別損失 13,333 13,334 1 100.0% 大学への寄附金など

税引前当期剰余金 -61,828 -25,289 36,539 40.9%

<42>



第３号議案

役員報酬決定の件

 役員の年間報酬（２０２６年６月～２０２７年５月）について、下記の総額の範囲で理事会が定める役員報

酬規則に基づいて支給すること、および各役員の報酬額・支給方法などについては、理事に関しては理

事会に、監事に関しては監事会の協議に委ねることを決定いたします。なお、監事は無報酬といたします。

 役員報酬総額

 １. 理事（26 名）の報酬総額  2,400 万円

 ２. 監事（4 名）の報酬総額        0 円

 この金額は、前年度の総代会で議決した金額と同じです。

 なお、本議案について、本旨に反しない範囲での字句の修正を理事会に一任します。
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役員選挙の件

 生協の役員（理事、監事）の任期は１年ですので、今総代会において選挙を行います。
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名古屋大学生協の活動は、店舗・食堂等の福利厚生施設の運営だけではありません。総代・学生委員会・

留学生委員会・教職員委員会による組合員活動を通じ、生協の運営と活動への参加を広げ、学びと交流あふ

れる名古屋大学づくりに貢献しています。

こちらでは、2025 年度（25 年 3 月～26 年 3 月）の活動の報告と 2026 年度新学期の活動の紹介を行いま

す。

1. 総代活動

(1) 学生総代・副総代の活動

① 学生総代・副総代は、2025 年度は４月でのクラス結成会の際に、１年生全クラスから選出す

ることができました。

② 総代 meeting

・ 総代・副総代が集まる会議です。SS・生活班の活動報告や、生協からのお知らせを中心と

して毎回様々な取り組みを行っています。

・ 2025 年度の各回の交流テーマは以下の通りです。

#1 4 月 21・22 日 SS・生活班班分け

名大生協 Q&A

#2 5 月 13・14 日 総代会議案説明

深堀会議

#3 6 月 30 日 総代会振り返り

#4 10 月 22 日 おにぎりアクションについて

#5 1 月 21 日 1 年間の総代活動の振り返り

③ SS（Shop Supporters）・生活班活動

・ 購買 SS：学生の目線から購買をよりよく活発なものにすることを目的に活動していま

す。

七夕企画：購買に販売してほしい商品を短冊に書いてもらい、可能なものは実現する

ことができました。

ポッキーの日企画：多くの人に来てもらえるように購買の

装飾やポッキー型のくじを作成しました。

DARS の日企画：多くの人に来てもらえるようにゲームの

内容を考えました。ゲームに成功したら DARS の割引券を

プレゼントしています。

・ 書籍 SS：書籍を拠点に様々な活動を行っています。

Peace Bookmark Meidai：オキナワの旅の報告とあわせて、しおりや平和について

「第１号議案 2025年度事業報告書・決算関係書類等承認の件」資料

2025 年度組合員活動報告
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考える書籍の紹介をブックスフロンテ・南部プラザで行いました。

・ 食堂 SS：「食」をテーマにした活動を行っています。

自炊教室を行いました。少人数のグループで料理を

つくってみんなで食べる企画です。枡塚味噌を使っ

た味噌汁とおにぎりを作りました。

食堂に来店される方に季節感を感じてもらえるよう

に、北部食堂の飾りつけも行いました。

・ 社会問題班：社会問題に気付くことを目的に活動しています。

おにぎりアクション：おにぎりの写真を SNS に投稿すると給食費 100 円がアジア・

アフリカの子どもたちに寄付される取り組みに参加しました。

社会を覗く：社会の事象の背景や現状を知り話し合うことを通じて自分の考えを深め

る活動です。SDGs や熊の駆除問題について考えました。

(2) 教職員総代の活動

① 総代会議案書説明会

・ 教職員総代・組合員の方に総代会の議案書についての説明と意見交換を行いました。

・ 開催場所は以下の通りです。のべ 17 名にご参加いただきました。

5 月 19 日 理系地区

5 月 20 日 大幸キャンパス

5 月 21 日 IB 館

② 秋の建物別組合員懇談会

・ 2025 年度の状況報告を行い、生協に対する意見いただき意見交換を行いました。これま

では教職員のみでしたが、大学院生・学部生も参加しています。

・ 特に食の定期券システム「食パス」について教職員の方にも興味を持っていただきまし

た。それを受けて 2026 年度より教職員の方にもご案内を開始しました。

・ 開催場所は以下の通りです。のべ 29 名にご参加いただきました。

11 月 21 日 理系地区

12 月 2 日 工学部 2 号館

12 月 3 日 IB 館

12 月 17 日 文系地区

2. 機関誌の発行

(1) 教職員委員会発行「かけはし」

・ 2025 年度は 3 月、5 月、7 月、9 月、1 月の年 5 回発行しました。

・ バックナンバーも含め、生協ホームページでご覧いただくことができま

す。

https://www.nucoop.jp/coop/coop_399.html

(2) 学生委員会発行「Me～dia」

・ 2025 年度は４月、６月、７月、１０月、１２月、１月の年 6 回発行し
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ました

・ バックナンバーも含め、生協ホームページでご覧いただくことができます。

https://www.nucoop.jp/coop/coop_768.html

3. 新入生を温かく迎える活動、新生活準備をサポートする活動を行いました

(1) オープンキャンパスのとりくみ（2025年 8月 7～8日）

① 対談企画

・ オープンキャンパス参加者が直接名大生の先輩と対談でき

る企画を実施しました。220 名の参加がありました。

・ 参加者の不安を解消したり、大学生活や一人暮らし、学部

の専門授業などについて話したりしました。

② キャンパスツアー

・ 名大生の先輩が引率者となって、文系・理系ルートの 2 つ

のルートでキャンパスツアーを実施しました。312 名の参

加がありました。

・ 図書館や食堂など名大生がよく使う施設から、地震火山セ

ンターや法廷教室など普段はあまり入れない施設まで幅広

く回りました。

③ クイズラリー

・ 名大に関するクイズを解きながらキャンパスを巡る企画です。チェックポイントにある

クイズを解いてスタンプを集めた方に、COOP 菓子などの景品をプレゼントしました。

82 名が参加しました。

・ チェックポイントでは、道案内だけでなく大学での話をするなどもしています。

④ 名大生手記

・ 名大生の 1 日や授業、受験の体験談やアドバイスなど受験生が役に立つ情報をまとめま

した。

・ 3,500 部弱配布することができました。

⑤ 学生講演

・ 名古屋大学の魅力、名大の 1 年間、受験、1 日のスケジ

ュール等について、現役の名大生の目線で紹介しまし

た。

(2) 学部生新入生歓迎企画（2026 年入学者向け）

① リーフレット「名大ことはじめ 2026」

・ 新入生へお役立ち情報、大学生活のスタートダッシュに必要な情報を掲載したリーフレ

ットを発行しました。

・ 合格者に発送する「入学準備袋」に封入し、合格者全員にお届けしました。

② しんかん冊子「はじめての名大」

・ 昨年までは入学準備説明会での配布でしたが、今年度はこちらも「入学準備袋」に封入
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し全合格者へお届けすることができました。

・ 掲載内容は生協の説明、スーツの着こなし方、英語学習、自動車学校についてなど。表

紙には理事長の原田先生から頂いたコメントを掲載しました。

③ 名大一受けたい第二外国語の授業（Web 企画）

・ 語学担当の先生にご協力いただき、それぞれの第二外国語の魅力を先生に語っていただ

く企画です。

・ 先生へのインタビューや学生の声、アンケートの結果、実際の発音などを掲載しまし

た。

④ 対面交流企画「Connect & Info」

・ 大学という新しい環境に対しての不安を少しでも解消す

る企画として開催しました。

・ フリートークで新たな仲間と出会い、キャンパスツアー

で名古屋大学について知ってもらう企画としました。

・ 一部日程においては、生協食堂体験も企画しました。

・ 3 月 4 日（推薦入学者向け）、17 日、18 日、19 日、23 日、26 日、27 日の７日間開催

し、合計 528 名の新入生が参加しました。

⑤ 教科書販売等ガイダンス（４月１日）

・ 教科書購入方法や、生協の使い方を伝えるガイダンス企画運営を行いました。学生の視

点による店舗紹介も行いました。98.2％の新入生に参加いただき、資料配付・ガイダン

スをスムーズに行うことができました。

・ 新入生交流企画等で「新入生スタッフ」の参加を呼び掛けたところ、35 名の１年生に当

日スタッフとして参加してもらいました。

・ 一緒に活動するだけでなく、その機会を活かして友達を

作ってもらえるように、謎解き等やミッションなどのレ

クリエーション要素を取り入れました。新入生同士仲良

くなっている様子が見られ、また先輩ともたくさん交流

している様子が見られました。

⑥ 履修登録企画「おいでよ！履修登録の会」

・ 一人で履修登録できるのかな？慣れないパソコンを使えるのかな？そんなふうに不安を

持つ新入生に対して、学生委員と一緒に履修登録を行う

企画を行いました。

・ ４月２日・３日の２日間で 234 名の新入生が参加しまし

た。満足度も５点満点で平均 4.78 と目標の 4.8 にはわず

かには届きませんでしたが好評な結果となりました。

4. 「学生総合共済」を軸にした「たすけあい」の輪を広げるとりくみ

(1) 大学への報告

・ 年２回開催している「大学・生協懇談会」にて、佐久間副総長（学生支援担当）及び学生支援
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課のみなさまに対して、共済の給付状況の報告を行っています。

・ 共済だけでなく大学生協が行っている「たすけあい奨学制度」の紹介と給付状況の報告も行い

ました。

(2) 学生委員会・Me dia での連載

・ 学生委員会発行の機関紙「Me dia」にて、毎回「た組通信」という記事を掲載しています。

・ 共済の給付事例や、その時期での健康に関するトピックスを紹介しています。

(3) 共済チェック

・ 開催日：10 月 6 日(月)、10 月 7 日(火)、10 月 10 日(金)

・ 場所：南部購買、北部購買

・ 自分の野菜摂取量が分かるベジチェックや共済マイページ登録などを

行い、三日間で約 170 名に参加していただきました。

(4) 自転車無料点検会

・ 開催日：12 月 16 日・19 日

・ 場所：第 3 グリーンベルト

・ 参加者：100 名

・ 自転車点検（点検は JBR 様が実施）とあわせて、点検参加者に

名大近辺で危険な場所にシールを貼ってもらい可視化するハザ

ードマップの実施、自転車点検セルフチェック表・共済マイペ

ージ登録ちらしの配布も行いました。

5. 院生委員会の活動

(1) 七夕交流企画

・ 企画概要

日時：7 月 2 日 17:00～19:00

場所：ラーニングフォレスト（ブックスフロンテ 2 階）

・ 2024 年 11 月に行ったハロウィン企画は 40 名ほどの参加に対して，今回は 4 名のみの参加

にとどまりました。

・ 人数は少なかったものの、生協に対する意見を多くいただくこともできました。

(2) ラボショップアンケート企画（2月 5日実施）

・ 2026 年 1 月より、創薬科学研究科等の生協店舗ラボショップで無人営業を開始したことに伴

い、利用者の方などにアンケートを実施しました。

・ ボードアンケートには 49 名の方にお答えいただき、ほぼ半数の方が何回か無人時間に利用し

たことがあることがわかりました。

・ 品揃えや決済方法などについてのご意見もいただき、利用しない人が何が理由でりようしない

のかも見えてきました。今後の営業に活かしていきたいと思います。
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6. 留学生委員会の活動

(1) 交流イベント

日程 イベント名 概要

5 月 23 日 ゲームトーナメント 参加 18 名

フレンドリーな競争が繰り広げられ、プレイ

ヤーも観客も盛り上がり新しい友達も作るこ

とができました。

6 月 8 日 名大祭：スナック・ビヨンド・

ボーダーズ

名大祭で国際的な知識に関するゲームを楽し

みながら様々な国のお菓子を試食することが

できる企画です。多くの日本の子供たちが参

加し楽しむことができました。

10 月 30 日 ハロウィンイベント 27 名の参加

ハロウィンテーマに沿って、ミステリーを解

決する企画です。秋学期新入生にキャンパス

に慣れてもらうためにキャンパス内の５つの

ブースを回ってヒントを集めてもらいまし

た。

11 月 28 日

12 月 2 日

ゲームナイト（募金イベント） 1 回目は 25 名、2 回目は 20 名が参加しまし

た。

様々なカードゲームやボードゲームを用意

し、学生たちが対戦を楽しみながら、他の学

生と交流するイベントです。

12 月 18 日 国際料理会（募金イベント） 25 名が参加しました。

ComoNe で開催しました。食材の調達とメニ

ューの作成をし、料理レッスンを行いまし

た。参加者は新しいレシピを学び、料理を味

わうことができ、他の学生との交流も楽しん

でいただきました。
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12 月 20 日 Charity Event（募金イベン

ト）

20 名が参加しました。

2 か月間にわたる募金活動の締めくくりとし

て、寄付者の皆さま向けのイベントを開催し

ました。ゲーム、ぬいぐるみ保護ブース、ビ

ーズブレスレット作りスタンドなど、子供時

代を思い出させるような企画を通して、あし

なが育英会および UNICEF への最終チャリ

ティイベントを実施しました。募金額はすで

に各団体へ送金済みです。

最終額： 182,560 円

(2) SNS

① YouTube

・ 留学生の生活に役立つ動画を配信しています。

② Instagram

・ 名古屋で大学生として生活していくうえで必要な情報（勉強スポット）や休みの過ごし

方などの提案（観光スポット等）も行っています。
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第98回通常総代会

決算関係説明書類

損益計算書（Ｐ/Ｌ：Pro t and Loss Statement）

• 生協の事業年度（2025年3月1日から2026年2月28日）の間の収入と費
用の状態を表しています

• 損益計算書の仕組み
• 収入ー支出＝剰余（or損失）

• 支出よりも収入が多ければ「黒字」

• 収入よりも支出が多ければ「赤字」

• 利用金額＝「供給高」

• 事業を通じて残した利益＝「事業剰余」 事業剰余

経費
（人件費＋
物件費）

供給原価
（仕入価）

収入
支出供給高

手数料
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損益計算書（Ｐ/Ｌ：Pro t and Loss Statement）

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025/2019

供給高 単位：千円 3,977,108 3,156,314 3,208,663 3,294,581 3,390,736 3,556,721 3,578,275 90.0%

利用者数 単位：人 2,923,000 1,169,806 1,628,201 1,778,561 1,858,565 1,972,516 2,049,118 70.1%

供給剰余 849,342 505,348 629,500 648,475 704,950 736,506 751,630 88.5%

事業総剰余 925,917 591,692 709,759 741,881 815,582 839,448 858,077 92.7%

人件費 589,183 473,907 464,203 475,267 501,256 541,878 557,238 94.6%

物件費 358,032 285,649 278,396 320,767 411,129 383,067 380,473 106.3%

事業剰余 -21,299 -167,865 -32,840 -54,152 -96,803 -85,497 -79,634 373.9%

経常剰余 30 -142,471 -18,562 -38,890 -88,339 -64,003 -48,498 -161660%

当期剰余 6,374 -45,910 -18,353 114,477 -34,915 -85,325 -62,684 -983.4%

単位：千円

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

供給⾼単位：千円 利⽤者数単位：⼈
0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

購買分類 旅⾏サービス分類 書籍分類 ⾷堂分類

部⾨別供給⾼推移

2019 2020 2021 202 2 2023 2024 2025

供給高

• 供給高とは1年間ご利用いただいた金額の合計です
• ２０２5年度は35億7,827万円でした

• 前年を2,155万円上回りました

• 年間の利用者数は約204.9万人でした
• 前年を約7.8万人上回りました

供給高（千円） 利用者数（人）

単位：千円

<53>



剰余（事業を通じて残った利益）

(1)供給剰余

・売上から仕入価を除いた粗利益に
あたります

⑤=③+④
事業総剰余

①
供給高

35億7,827万円

②
供給原価
（仕入価）

28億2,664万円

③=①－②
供給剰余

(2)事業総剰余

・供給剰余に手数料（共済収入・斡旋
手数料等）を加えたものです

・組合員のみなさんの利用によって生
み出された剰余（利益）です

③
供給剰余

７億5,163万円

④手数料
1億644万円

(3)事業剰余

・利用によって生み出された剰余から事業経費を差し引
いた剰余です

・事業活動で得た剰余となりますが、2025年度は事業
経費の方が多いので損失（赤字）となりました

⑤
事業総剰余

８億5,807万円

⑥
事業経費

（人件費＋物件費）

９億3,771万円

⑦=⑤-⑥
事業剰余

2025年度は７億5,163万円で
昨年より1,512万円増加しました

２０２5年度は８億5,807万円で
昨年より1,862万円
増加しました

共済受託手数料＝２,549万円
その他手数料 ＝7,987万円

人件費 ＝ ５億5,723万円
物件費 ＝ 3億8,047万円

２０２5年度は▲7,963万円で
昨年より586万円
増加（改善）しました

剰余（事業を通じて残った利益）

(4)経常剰余

・事業活動で得た剰余に事業外の収益と費用を加えた剰余です

・いわゆる経常利益です

・事業外収益は預金利息・土地や建物の賃料収入などです

・事業外費用は商品廃棄ロス・レジ入金誤差などです

⑦事業剰余
▲7,963万円

2025年度は▲4,849万円で昨年より1,550万円
増加（改善）しました

⑧事業外収益
3,191万円

⑨事業外費用
77万円

⑩=⑦+⑧-⑨
経常剰余

(5)当期剰余

・経常利益に特別利益を加え、特別損失・法人税等を減じた剰余です

2025年度は▲6,268万円で昨年より2,264万円
悪化しました

⑪特別利益
3千円

⑫特別損失
1,333万円

⑩経常剰余
▲4,849万円 ⑬法人税等

85万円

⑭=⑩+⑪-⑫‐⑬

当期剰余
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• 生協の年度末（2026年2月28日）時点資産、負債、資本の状態を表しています

• 資金調達先（負債及び資本）と、その資金をどのような状態で持っているのか（資産）の2つの部で構成され
ています

貸借対照表（B/S：Balance Sheet）

流動負債

固定負債

出資金

剰余金

【資産】 【負債及び資本】

流動資産

固定資産

資
産

＝
生

協
の
財

産
を

ど
の

よ
う

に
持

っ
て
い
る

か

資
金

調
達

先

負
債

＝
借
金

資
本

＝
自

前
買掛⾦（仕⼊未払⾦）や短期借⼊⾦
などがあります
→1年以内に返済しないといけない
債務です

⻑期借⼊⾦（ローン）や退職給与引
当⾦などがあります
→1年以上後に⽀払われる債務です

組合員のみなさんからお預かりして
いる出資⾦です

貸借対照表（B/S：Balance Sheet）

流動負債

固定負債

出資金

剰余金

【資産】 【負債及び資本】

流動資産

固定資産

14億835万円

3億7,871万円

12億5,223万円

7,366万円

4億1,637万円

4,479万円

資
産

＝
生

協
の
財
産

資
金

調
達

先

負
債

＝
借

金
資

本
＝

自
前

• 流動負債の大半は

「買掛金」 ： 仕入れ先に支払うもの

→販売されれば現金化

「前受金」 ： 組合員からの商品購入予約金

→生協電子マネーチャージ、食堂パスなど

• 出資金は学生数・組合員加入率に大きな変動が
ないため高いレベルで安定

• 剰余金がプラス

→創業から積み重ねてきた剰余が黒字

• 多くの生協は土地建物を自前で持っていませんが、名大生協は
持っているので他生協と比較して固定資産は多い
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貸借対照表（B/S：Balance Sheet）

• 自己資本比率 25.8% ＝自己資本 ÷ 総資本 × 100％
• 総資本（総資産）のどの程度自己資本で賄われているかを示す指標。自己資本比率が高いほど経営が安定していると判断

される。

• 流動比率 112.5% ＝流動資産 ÷ 流動負債 × 100％
• 流動資産とは1 年以内に現金化できる資産で、流動負債とは1 年以内に返済すべき負債。これらを比較することで短期的

な支払能力を簡易的に判断する指標として使われる。理想値は200％以上、平均120～150％。100％以下であると支
払い能力に問題があると判断される可能性がある。

• 長期固定適合率 70.8% ＝固定資産 ÷ （自己資本+固定負債） × 100％
• 固定資産への投資が、自己資本の枠内とまでいかなくとも、せめて長期的な資本（自己資本と固定負債）の枠内で賄われて

いるかどうかを示す指標。低いほど経営の安全性があるとされる。100％以上であると、固定資産の調達に返済期限が1
年以内の流動負債を使用していることになり、資金繰りが厳しいと判断される。
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名古屋大学消費生活協同組合定款

目次

第１章 総則〔第１条～第５条〕

第２章 組合員及び出資金〔第６条～第１７条〕

第３章 役職員(第１８条～第４３条)

第４章 総代会及び総会(第４４条～第６７条)

第５章 事業の執行(第６８条～第６９条)

第６章 会計(第７０条～第８２条)

第７章 解散(第８３条～弟８４条)

第８章 雑則(弟８５条～弟８７条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」とい

う。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活

の文化的経済的改善向上を図ることを目的とす

る。

(名称)

第2条 この組合は、名古屋大学消費生活協同組

合という。

(事業)

第3条 この組合は、第1条の目的を達成するた

め、次の事業を行う。

(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに

加工し又は生産して組合員に供給する事業

(2) 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組

合員に利用させる事業

(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る

事業

(4) 組合員の生活の共済を図る事業

(5) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する

知識の向上を図る事業

(6) 組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関

する事業

(7) 組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅

地建物取引業に関する事業

(8) 前各号の事業に附帯する事業

(区域)

第4条 この組合の区域は、名古屋大学の職域と

する。

(事務所の所在地)

第5条 この組合は、事務所を愛知県名古屋市千

種区に置く。

第2章 組合員及び出資金

(組合員の資格)

第6条 この組合の区域内に通学又は勤務する者

は、この組合の組合員となることができる。

2 この組合の区域の付近に住所を有する者又は

区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用

することを

適当とするものは、この組合の承認を受けて、この

組合の組合員となることができる。

(加入の申込み)

第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろ

うとするときは、この組合の定める加入申込書に引

き受け

ようとする出資口数に相当する出資金額を添え、こ

れをこの組合に提出しなければならない。

2 この組合は、前項の申込みを拒んではならな

い。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事

会において正当な理由があると議決した場合は、

この限りでない。

3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入に

ついて、現在の組合員が加入の際に付されたより

も困難な条件を付さないものとする。

4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規

定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この

組合が第1項の申込みを受理したときに組合員と

なる。

5 この組合は、組合員となった者について組合員

証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(加入承認の申請)

第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろ

うとするときは、引き受けようとする出資口数を明ら

かにして、この組合の定める加入承認申請書をこ

の組合に提出しなければならない。

2 この組合は、理事会において前項の申請を承

認したときは、その旨を同項の申請をした者に通

知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の

払込みをしなければならない。

4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出

資金の払込みをしたときに組合員となる。

5 この組合は、組合員となった者について組合員

証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(届出の義務)

第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したと

き、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、

速やかにその旨をこの組合に届け出なければなら

ない。

(自由脱退)

第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前まで

にこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにお

いて脱退することができる。

２ この組合は、組合員が第9条に定める住所の変

更届を２年間行わなかったときは、脱退の予告が

あったものとみなし、理事会において脱退処理を行

い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は

脱退するものとする。

３ 前項の規定により脱退の予告があったものとみ

なそうとするときは、この組合は事前に組合員に対

する年一回以上の所在確認を定期的に行うととも

に、公告等による住所の変更届出の催告をしなけ

ればならない。

４ 第２項の規定により理事会が脱退処理を行った

ときは、その結果について総代会に報告するもの

とする。

(法定脱退)

第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。

(1) 組合員たる資格の喪失

(2) 死亡

(3) 除名

(除名)

第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれ

かに該当するときは、総代会の議決によって、除

名することができる。

(1) 1年間この組合の事業を利用しないとき。

(2) 供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催

告を受けてもその義務を履行しないとき。

(3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる

行為をしたとき。

2 前項の場合において、この組合は、総代会の会

日の5日前までに、除名しようとする組合員にその

旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会

を与えなければならない。

3 この組合は、除名の議決があったときは、除名

された組合員に除名の理由を明らかにして、その

旨を通知するものとする。

(脱退組合員の払戻し請求権)

第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めると

ころにより、その払込済出資額の払戻しをこの組

合に請求することができる。

(1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若

しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込

済出資額に相当する額

(2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、そ

の払込済出資額の2分の1に相当する額

2 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対す

る債務を完済するまでは、前項の規定による払戻

しを停止することができる。

3 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この

組合の財産をもってその債務を完済するに足らな

いときは、第1項の払戻しを行わない。

(出資)

第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければ

ならない。

2 1組合員の有することのできる出資口数の限度

は、組合員の総出資口数の4分の1とする。

3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺を

もってこの組合に対抗することができない。

4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

(出資1口の金額及びその払込み方法)

第15条 出資1口の金額は、400円とし、全額一時

払込みとする。

(出資口数の増加)

第16条 組合員は、この組合の定める方法により、

その出資口数を増加することができる。

(出資口数の減少)

第17条

組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業

年度の末日の90日前までに減少しようとする出資

口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わり

において出資口数を減少することができる。

2 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口

数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達する

までその出資口数を減少しなければならない。

3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口

数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請

求することができる。

4 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場

合について準用する。

第3章 役職員

(役員)

第18条 この組合に次の役員を置く。

(1) 理事 25人以上、30人以内

(2) 監事 3人以上、5人以内

(役員の選挙)

第19条 役員は、役員選挙規約の定めるところに

より、総代会において選挙する。

2 理事は組合員でなければならない。ただし、特

別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内

の者を、組合員以外の者のうちから選挙すること

ができる。

3 役員の選挙は無記名投票によって行い、投票

は、総代1人につき1票とする。

(役員の補充)

第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1

を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定め

るところにより、3箇月以内に補充しなければならな

い。
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(役員の任期)

第21条 理事の任期は1年、監事の任期は1年と

し、前任者の任期満了のときから起算する。ただ

し、再選を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわら

ず、補充した総代会の日において現に在任する役

員の任期が終了するときまでとする。

3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属

する事業年度の通常総代会の終了のときと異なる

ときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、そ

の総代会の終了のときまでとする。

4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した

場合において、役員の数がその定数を欠くに至っ

たときは、その役員は、後任者が就任するまでの

間は、なお役員としての権利義務を有するものとす

る。

(役員の兼職禁止)

第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。

(1) この組合の理事又は使用人

(2) この組合の子会社等(子会社、子法人等及び

関連法人等)の取締役又は使用人

(役員の責任)

第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政

庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を

遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行し

なければならない。

2 役員は、その任務を怠ったときは、この組合に

対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負

う。

3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決

義に基づき行われたときは、その決義に賛成した

理事は、その行為をしたものとみなす。

4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、

免除することができない。

5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当

該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失

がないときは、法令の定める額を限度として、総代

会の決義によって免除することができる。

6 前項の場合には、理事は、同項の総代会にお

いて次に掲げる事項を開示しなければならない。

(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負

う額

(2) 前項の規定により免除することができる額の

限度及びその算定の根拠

(3) 責任を免除すべき理由及び免除額

7 理事は、第2項による理事の責任の免除に関す

る議案を総代会に提出するときは、各監事の同意

を得なければならない。

8 第5項の決義があった場合において、組合が当

該決議後に同項の役員に対し退職慰労金(当該役

員が使用人を兼ねていた期間の使用人としての退

職手当を含む。)を支給するときは、総代会の承認

を受けなければならない。

9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大

な過失があったときは、当該役員は、これによって

第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行

為をしたときも、前項と同様の取り扱いとする。ただ

し、その者が当該行為をすることについて注意を怠

らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(1) 理事 次に掲げる行為

イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作

成すべきものに記載し、又は記載すべき重要な事

項についての虚偽の記載又は記録

ロ 虚偽の登記

ハ 虚偽の公告

(2) 監事 監査報告に記載し、又は、記録すべき

重要な事項についての虚偽の記載又は記録

11 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償す

る責任を負う場合において、他の役員も当該損害

を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯

債務者とする。

(理事の自己契約等)

第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会に

おいて、当該取引につき重要な事実を開示し、そ

の承認を受けなければならない。

(1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取

引をしようとするとき。

(2) この組合が理事の債務を保証することその他

理事以外の者との間においてこの組合と当該理事

との利益が相反する取引をしようとするとき。

(3) 理事が自己又は第三者のためにこの組合の

事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引

後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理

事会に報告しなければならない。

(役員の解任)

第25条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をも

って、役員の解任を請求することができるものと

し、その請求につき総代会において出席者の過半

数の同意があったときは、その請求に係る役員

は、その職を失う。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載し

た書面をこの組合に提出してしなければならない。

3 理事長は、前項の規定による書面の提出があ

ったときは、その請求を総代会に付議し、かつ総代

会の会日の10日前までにその役員にその書面を

送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与

えなければならない。

4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その

請求があった日から20日以内に臨時総代会を招

集すべきことを決しなければならない。なお、理事

の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由が

ないのに総代会招集の手続きをしないときは、監

事は総代会を招集しなければならない。

(役員の報酬)

第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の

議決をもって定める。この場合において、総代会に

提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対す

る報酬を区分して表示しなければならない。

2 監事は、総代会において、監事の報酬について

意見を述べることができる。

3 第1項の報酬の算定方法については、規則をも

って定める。

(代表理事)

第27条 理事会は、理事の中からこの組合を代表

する理事(以下、代表理事という。)を選定しなけれ

ばならない。

2 代表理事は、この組合の業務に関する一切の

裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

(理事長、専務理事及び副理事長、常務理事)

第28条 理事は、理事長1人、専務理事1人を理事

会において互選する。また、副理事長若干名、常

務理事若干名を理事会において互選することがで

きる。

2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の

業務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故が

あるときは、あらかじめ理事会の定めた順序に従

ってその職務を代行する。

4 専務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務

を執行し、理事長及び副理事長に事故があるとき

は、その職務を代行する。

5 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事

を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事

長、副理事長及び専務理事に事故があるときは、

あらかじめ理事会の定めた順序に従ってその職務

を代行する。

6 理事は、理事長、副理事長、専務理事及び常務

理事に事故があるときは、あらかじめ理事会にお

いて定めた順序に従ってその職務を代行する。

(理事会)

第29条 理事会は、理事をもって組織する。

2 理事会は、この組合の業務執行を決し、理事の

職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。

4 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会

の目的である事項を示して、理事会の招集を請求

することができる。

5 前項の請求があった日から5日以内に、その請

求があった日から2週間以内の日を理事会の日と

する理事会の招集の通知が発せられない場合に

は、その請求をした理事は、理事会を招集すること

ができる。

6 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事

会に報告しなければならない。

7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規

則で定める。

(理事会招集手続)

第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週

間前までに、各理事及び監事に対してその通知

(電磁的方法を含む)を発してしなければならない。

ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を

短縮することができる。

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意がある

ときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(理事会の議決事項)

第31条 この定款に特別の定めがあるもののほ

か、次の事項は、理事会の議決を経なければなら

ない。

(1) この組合の財産及び業務の執行に関する重

要な事項

(2) 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代

会に付議すべき事項

(3) この組合の財産及び業務の執行のための手

続その他この組合の財産及び業務の執行につい

て必要な事項

を定める規則の設定、変更及び廃止

(4) 取引金融機関の決定

(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた

事項

(理事会の議決方法)

第32条 理事会の決議は、議決に加わることがで

きる理事の過半数が出席し、その過半数をもって

行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する

理事は、その議決に加わる権利を有しない。

3 理事が理事会の決議の目的である事項につい

て提案した場合において、当該提案につき理事(当

該事項について議決に加わることができるものに

限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたとき(監事が当該提案について

異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決す

る旨の理事会の決議があったものとみなす。

4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して

理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該

事項を理事会に報告することを要しない。

(理事会の議事録)

第33条 理事会の議事については、法令の定める

事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及

び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければ

ならない。

2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場

合には、出席した理事及び監事はこれに電子署名

をしなければならない。

(定款等の備置)

第34条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げ

る書類を主たる事務所に備え置かなければならな

い。

(1) 定款

(2) 規約

(3) 理事会の議事録

(4) 総代会の議事録

(5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は

損失処理案(以下、「決算関係書類」という。)及び
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事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告

を含む。)

2 この組合は、法令の定める事項を記載した組合

員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなけれ

ばならない。

3 この組合は、組合員又はこの組合の債権者(理

事会の議事録については、裁判所の許可を得た債

権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内におい

て当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったとき

は、正当な理由がないのにこれを拒んではならな

い。

(監事の職務及び権限)

第35条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

この場合において、法令で定めるところにより監査

報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及びこの組合の使用人

に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合

の業務及び財産の状況の調査をすることができ

る。

3 監事は、その職務を行うため必要があるとき

は、この組合の子会社に対して事業の報告を求

め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。

4 前項の子会社は正当な理由があるときは、同項

の報告又は調査を拒むことができる。

5 監事は理事会に出席し、必要があると認めると

きは、意見を述べなければならない。

6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該

行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令

若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な

事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理

事会に報告しなければならない。

7 監事は、前項の場合において、必要があると認

めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求する

ことができる。

8 第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事

についてこれを準用する。

9 監事は、総代会において、監事の解任又は辞

任について意見を述べることができる。

10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集され

る総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を

述べることができる。

11 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を

招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知

しなければならない。

12 監査についての規則の設定、変更及び廃止は

監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。

(理事の報告義務)

第36条 理事は、この組合に著しい損害を及ぼす

おそれがある事実を発見したときは、直ちに監事

に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差止め)

第37条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外

の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を

し、又はこれらの行為をするおそれがある場合に

おいて、当該行為によってこの組合に著しい損害

が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当

該行為をやめることを請求することができる。

2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって

同項の理事に対し、その行為をやめることを命ず

るときは、担保を立てさせないものとする。

(監事の代表権)

第38条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の

場合には、監事がこの組合を代表する。

(1) この組合が、理事又は理事であった者(以下、

この条において理事等という。)に対し、又理事等

がこの組合に対して訴えを提起する場合

(2) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組

合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の

請求を受ける場合

(3) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組

合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴

訟告知を受ける場合

(4) この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続

き加入する組合員による理事等の責任を追及する

訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催

告を受ける場合

(組合員による理事の不正行為等の差止め)

第39条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、

理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若

しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為

をするおそれがある場合において、当該行為によ

ってこの組合に回復することができない損害が生

ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行

為をやめることを請求することができる。

(組合員の調査請求)

第40条 組合員は、総組合員の100分の3以上の

同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財

産の状況の調査を請求することができる。

2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調

査を行わなければならない。

(顧問)

第41条 この組合に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会

において選任する。

3 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長

の諮問に応ずるものとする。

(職員)

第42条 この組合の職員は、理事長が任免する。

2 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事

項は、規則で定める。

(組織委員)

第43条 この組合に組織委員を置くことができる。

組織委員は組合員の中から理事長がこれを任免

する。

2 組織委員は理事を補佐し、組合の業務に従事

する。

3 組織委員の職務、任期等に関する必要な事項

は別に規則で定める。

第4章 総代会及び総会

(総代会の設置)

第44条 この組合に、総会に代るべき総代会を設

ける。

(総代の定数)

第45条 総代の定数は、150名以上300名以内に

おいて総代選挙規約で定める。

(総代の選挙)

第46条 総代は、総代選挙規約の定めるところに

より、組合員のうちから選挙する。

(総代の補充)

第47条 総代が欠けた場合におけるその補充につ

いては、総代選挙規約の定めるところによる。

(総代の職務執行)

第48条 総代は、組合員の代表として、組合員の

意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければな

らない。

(総代の任期)

第49条 総代の任期は1年とする。ただし、再選を

妨げない。

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわら

ず、前任者の残任期間とする。

3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任す

るまでの間は、その職務を行うものとする。

(総代名簿)

第50条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記

載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなけれ

ばならない。

(通常総代会の招集)

第51条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から

3箇月以内に招集しなければならない。

(臨時総代会の招集)

第52条 臨時総代会は、必要があるときはいつで

も理事会の議決を経て招集できる。ただし、総代が

その5分の1以上の同意を得て、会議の目的である

事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総

代会の招集を請求したときは、理事会は、その請

求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集

すべきことを決しなければならない。

(総代会の招集者)

第53条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長

が招集する。

2 理事長及びその職務を代行する理事がいない

とき、又は前条の請求があった場合において、理

事が正当な理由がないのに総代会招集の手続を

しないときは、監事は、総代会を招集しなければな

らない。

(総代会の招集手続)

第54条 総代会の招集者が総代会を招集する場

合には、総代会の日時及び場所その他の法令で

定める事項を定めなければならない。

2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除

き、理事会の決議によらなければならない。

3 前条第2項の規定により監事が総代会を招集す

る場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員

の合議によらなければならない。

4 総代会を招集するには、総代会の招集者は、そ

の総代会の会日の10日前までに、 総代に対して

第1項の事項を記載した書面をもって、その通知を

発しなければならない。

5 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で

定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を

受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を

含む)を提供しなければならない。

(総代会提出議案・書類の調査)

第55条 監事は、理事が総代会に提出しようとす

る議案、書類その他法令で定めるものを調査しな

ければならない。この場合において、法令若しくは

定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認め

るときは、その調査の結果を総代会に報告しなけ

ればならない。

(総代会の会日の延期又は続行の決議)

第56条 総代会の会日は、総代会の議決により、

延期し、又は続行することができる。この場合にお

いては、第54条各項の規定は適用しない。

(総代会の議決事項)

第57条 この定款に特別の定めがあるもののほ

か、次の事項は総代会の議決を経なければならな

い。

(1) 定款の変更

(2) 規約の設定、変更及び廃止

(3) 解散及び合併

(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び

変更

(5) 出資一口の金額の減少

(6) 事業報告書及び決算関係書類

(7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退

2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うた

め、必要と認められる他の団体への加入又は脱退

であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を

要しないものについては、前項の規定にかかわら

ず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会

の議決事項とすることができる。

3 総代会においては、第54条第4項の規定によ
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り、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をす

るものとする。ただし、この定款により総代会の議

決事項とされているものを除く事項であって軽微か

つ緊急を要するものについては、この限りでない。

(総代会の成立要件)

第58条 総代会は、総代の半数が出席しなけれ

ば、議事を開き、議決をすることができない。

2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、

理事会は、その総代会の会日から20日以内にさら

に総代会を招集することを決定しなければならな

い。この場合には、前項の規定は適用しない。

(役員の説明義務)

第59条 役員は、総代会において、総代から特定

の事項について説明を求められた場合には、当該

事項について必要な説明をしなければならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 総代が説明を求めた事項が総代会の目的で

ある事項に関しないものである場合。

(2) その説明をすることにより組合員の共同の利

益を著しく害する場合。

(3) 総代が説明を求めた事項について説明をする

ために調査をすることが必要である場合。ただし、

当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該

事項をこの組合に対して通知した場合又は当該事

項について説明をするために必要な調査が著しく

容易である場合はこの限りでない。

(4) 総代が説明を求めた事項について説明をする

ことによりこの組合その他の者 (当該総代を除

く。)の権利を侵害することとなる場合。

(5) 総代が当該総代会において実質的に同一の

事項について繰り返して説明を求める場合。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求

めた事項について説明をしないことにつき正当な

理由がある場合。

(議決権及び選挙権)

第60条 総代は、その出資口数の多少にかかわら

ず、各1個の議決権及び選挙権を有する。

(総代会の議決方法)

第61条 総代会の議事は、出席した総代の過半数

で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

2 総代会の議長は、総代会において、出席した総

代のうちから、その都度選任する。

3 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利

を有しない。

4 総代会において議決をする場合には、議長は、

その議決に関して出席した総代の数に算入しな

い。

(総代会の特別議決方法)

第62条 次の事項は、総代の3分の2以上の多数

で決しなければならない。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 組合員の除名

(4) 事業の全部の譲渡

(5) 第23条第5項の規定による役員の責任の免除

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行

使)

第63条 総代は、第54条第4項の規定によりあらか

じめ通知のあった事項について、書面又は代理人

をもって議決権又は選挙権を行うことができる。た

だし、組合員でなければ代理人となることができな

い。

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者

は、出席者とみなす。

3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選

挙権を行う者は、第54条第4項の規定によりあらか

じめ通知のあった事項について、その賛否又は選

挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第67

条および第19条1項の規定による規約の定めると

ころにより、この組合に提出しなければならない。

4 代理人は、3人以上の総代を代理することがで

きない。

5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提

出しなければならない。

(組合員の発言権)

第64条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可

を得て発言することができる。ただし、総代の代理

人として総代会に出席する場合を除き、議決権及

び選挙権を有しない。

(総代会の議事録)

第65条 総代会の議事については、法令で定める

事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及

び議長がこれに署名又は記名押印するものとす

る。

(解散又は合併の議決)

第66条 総代会においてこの組合の解散又は合

併の議決があったときは、理事は、当該議決の日

から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通

知しなければならない。

2 前項の議決があった場合において、組合員が

総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目

的である事項及び招集の理由を記載した書面を理

事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理

事会は、その請求のあった日から3週間以内に総

会を招集すべきことを決しなければならない。この

場合において、書面の提出は、前項の通知に係る

事項についての総代会の議決の日から1月以内に

しなければならない。

3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当

な理由がないのに総会招集の手続をしないとき

は、監事は、総会を招集しなければならない。

4 前2項の総会において第1項の通知に係る事項

を承認しなかった場合には、当該事項についての

総代会の議決は、その効力を失う。

(総会及び総代会運営規約)

第67条 この定款に定めるもののほか、総会及び

総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総

代会運営規約で定める。

第5章 事業の執行

(事業の利用)

第68条 組合員と同一の世帯に属する者は、この

組合の事業の利用については、組合員とみなす。

(事業の品目等)

第69条 第3条第1号に規定する生活に必要な物

資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、

電気製品、

家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、

運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービ

ス、コピー、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、

酒、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日

常生活に必要な物資とする。

2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設

の種類は、食堂及び喫茶、その他生活に必要な協

同施設とする。

3 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業

は、次に掲げるものとする。

（１） 日本コープ共済生活協同組合連合会

が行う学生総合共済事業、短期生命

共済事業及び短期火災共済事業の業

務の一部を受託する受託共済事業

第6章 会計

(事業年度)

第70条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から

翌年2月末日までとする。

(財務処理)

第71条 この組合は、法令及びこの組合の経理に

関する規則の定めるところにより、 この組合の財

務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明

細書を作成するものとする。

(収支の明示)

第72条 この組合は、この組合が行う事業の種類

ごとに収支を明らかにするものとする。

(法定準備金)

第73条 この組合は、出資総額の2分の1に相当す

る額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の

1に相当する額以上の金額を法定準備金として積

み立てるものとする。ただし、この場合において繰

越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金

の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその

欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額に

ついて行うものとする。

2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のて

ん補に充てる場合を除き、取り崩すことができな

い。

(教育事業等繰越金)

第74条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分

の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金

として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年

度の第3条第5号に定める事業の費用に充てるた

めに支出するものとする。なお、全部又は一部を組

合員の相互の協力の下に地域及びこの組合の区

域において行う福祉の向上に資する活動を助成す

る事業に充てることができる。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定によ

る繰越金の額の計算について準用する。

(剰余金の割戻し)

第75条 この組合は、剰余金について、組合員の

組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じ

て組合員に割り戻すことができる。

(利用分量に応ずる割戻し)

第76条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の

割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業

年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、

第73条第1項の規定による法定準備金として積み

立てる金額及び第74条第1項の規定による教育事

業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金

等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があ

るときに行うことができる。

2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合

員の組合事業の利用分量に応じて行う。

3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対

し、組合事業の利用の都度利用した事業の分量を

証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するも

のとする。

4 この組合は、組合員が利用した組合事業の利

用分量の総額がこの組合の事業総額の5割以上

であると確認した場合でなければ、利用分量割戻

しを行わない。

5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利

用分量割戻金の額について総代会の議決があっ

たときは、速やかに利用分量割戻金の利用分量に

対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組

合員に公告するものとする。

6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その

割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金

として積み立てるものとする。

7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻

金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量

割戻しを行うことについての議決が行われた総代

会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3

項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レ

シート等)を提出してこれをしなければならない。

8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項

の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事
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業年度

の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割

戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により

提出された領収書(利用高券・レシート等)によって

確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金

を支払うものとする。

9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらか

じめ明らかである場合には、第7項の規定にかか

わらず、組合員からの利用分量割戻金の請求が

あったものとみなして、前項の支払を行うことがで

きる。

10 この組合が、前2項の規定により利用分量割戻

しを行おうとする場合において、この組合の責めに

帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期

間内に支払を行うことができなかったときは、当該

組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻

金の請求権を放棄したものとみなす。

11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金の

うち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことが

できなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度

における事業の剰余金に算入するものとする。

(出資額に応ずる割戻し)

第77条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割

戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰

余金から法定準備金等の金額を控除した額又は

当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越

欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算

した額について行うことができる。

2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組

合員の払込済出資額に応じて行う。

3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割

以内の額とする。

4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当

金の額について総代会の議決があったときは、速

やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合

及び出資配当金の請求方法を組合員に公告する

ものとする。

5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金を

この組合に請求しようとするときは、出資配当を行

うことについての議決が行われた総代会の終了の

日から6箇月を経過する日までにこれをしなければ

ならない。

6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞

なく出資配当金を支払うものとする。

7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定め

ている場合には、第5項の規定にかかわらず、組

合員からの出資配当金の請求があったものとみな

して、前項の支払を行うことができる。

8 この組合が、前2項の規定により出資配当金の

支払を行おうとする場合において、この組合の責

めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えな

かったときは、第4項に定める総代会の終了の日

から2年を経過する日までの間に請求を行った場

合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を

放棄したものとみなす。

(端数処理)

第78条 前2条の規定による割戻金の額を計算す

る場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。

(その他の剰余金処分)

第79条 この組合は、剰余金について、第75条の

規定により組合員への割戻しを行った後になお残

余があるときは、その残余を任意に積み立て又は

翌事業年度に繰り越すものとする。

(欠損金のてん補)

第80条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越

剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法

定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるも

のとする。

(投機取引等の禁止)

第81条 この組合は、いかなる名義をもってするを

問わず、この組合の資産について投機的運用及び

投機取引を行ってはならない。

(組合員に対する情報開示)

第82条 この組合は、この組合が定める規則によ

り、組合員に対して事業及び財務の状況に関する

情報を開示するものとする。

第7章 解散

(解 散)

第83条 この組合は、総代会の議決による場合の

ほか、次の事由によって解散する。

(1) 目的たる事業の成功の不能

(2) 合併

(3) 破産手続開始の決定

(4) 行政庁の解散命令

2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6

条第2号の規定による組合員及び第6条第1項によ

る通学する者を除く。)が20人未満になったときは、

解散する。

3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除

く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を

通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)

第84条 この組合が解散(合併又は破産による場

合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけ

るこの組合の財産から、その債務を完済した後に

おける残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応

じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分

につき、総代会において別段の議決をしたときは、

その議決によるものとする。

第8章 雑則

(公告の方法)

第85条 この組合の公告は、この組合の事務所の

店頭に掲示する方法により行う。

2 法令により官報に掲載する方法により公告しな

ければならないとされている事項に係る公告につ

いては、官報に掲載するほか、第1項に規定する

方法により行うものとする。

(組合の組合員に対する通知及び催告)

第86条 この組合が、組合員に対してする通知及

び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したそ

の者の住所に、その者が別に通知又は催告を受

ける場所又は連絡先をこの組合に通知したとき

は、その場所又は連絡先にあてて行う。

2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を

行った場合において、通常組合員に到達すべきと

きに組合員に到達したものとみなす。

(実施規則)

第87条 この定款及び規約に定めるもののほか、

この組合の財産及び業務の執行のための手続、

その他この

組合の財産及び業務の執行について必要な事項

は、規則で定める。

2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を

行った場合において、通常組合員に到達すべきと

きに組合員に到達したものとみなす。

附則

(施行期日)

1 この定款は、この組合成立の日から施行する。

昭和41年5月21日 一部改定

昭和43年4月26日 一部改定

昭和51年5月22日 一部改定

昭和55年11月22日 一部改定

昭和56年5月23日 一部改定

昭和57年5月29日 一部改定

昭和58年5月21日 一部改定

昭和59年5月26日 一部改定

昭和60年5月25日 一部改定

昭和63年6月4日 一部改定

2001年5月25日 一部改定

2008年5月30日 一部改定

2011年5月27日 一部改定

2019年5月24日 一部改定

2020年5月28日 一部改定

2021年5月27日 一部改定

2022年6月6日 一部改正（実施規則）

(実施規則)

2 この定款変更は、2008年4月1日施行の改正消

費生活協同組合法附則の定めのある場合を除き、

定款改定の認可日より実施する。

3 第18条 役員の定数は、定款認可後に行われ

る次期役員選挙から適用する。

４ この定款は、愛知県知事の認可を受けた日（２

０２２年６月６日)から施行し、２０２２年１０月１日か

ら適用する

(付帯事項)

(昭和60年5月総代会決定)

1. 事業規模の拡大に伴って必要となる自己資金

を強化するため今後、10口4,000円を新1口とし、

2. 加入に際しての基準額を新4口16,000円とす

る。また、基準額に満たない組合員にも増資を呼

びかけ、計画的な基準達成をめざす。

(2000年5月総代会決定)

1. 加入に際しての基準額を新 5 口 20,000 円とす

る。

附則

１．この定款の一部改正（2024 年 5 月 23 日総代会

で議決）は、愛知県知事の認可の日から施行

する。（2024 年 5 月 29 日認可）

<61>



総会及び総代会運営規約

（総則）

第１条 この規約は、定款第67条に基づき、名古屋大

学消費生活協同組合（以下、「組合」という。）の総

会及び総代会の運営について定める。

２ 法令、定款及びこの規約に定めがないときは、そ

のつど総代会で定める。

３ 法令、定款、この規約及び総代会で定めた事項の

ほかは議長が決する。

（資格確認）

第２条 総代会に出席する総代は、総代会会場の受付

で、組合が定める方法によりその資格の確認を受け、

総代証の交付を受けるものとする。

２ 定款第63条の定めにより総代から委任を受けた代

理人は、総代会会場の受付でその総代が署名又は記名

押印した委任状を組合に提出し、資格の確認を受け、

組合から代理人証の交付を受ける。ただし、代理人が

代理できるのは総代２人までとする。

（議決権及び選挙権の書面による行使）

第３条 定款第63条の定めにより総代が書面により議

決権及び選挙権を行使する場合には、次のものを総代

会の開会までに組合に提出するものとする。

(1) あらかじめ通知のあった事項について賛否を明示

し、総代が署名又は記名押印した書面（以下、「書面

議決書」という。）

(2) 選挙しようとする役員の氏名を明示した無記名の

書面を、総代が署名又は記名押印した封筒に入れたも

の

２ 第10条第２項に基づき退場する総代又は代理人が

前項第１号又は第２号に定めるものを提出したとき

は、前項の定めにかかわらず、これを有効なものとし

て取り扱う。

（傍聴）

第４条 組合員は、組合が定めるところにより、傍聴

者証の交付を受けて総代会を傍聴することができる。

（資格審査委員会）

第５条 理事長は前三条に関する確認を円滑に行うた

め、役職員若干名で構成する資格審査委員会を置くこ

とができる。

（開会）

第６条 出席者が定款第58 条に定める成立要件に達し

たとき、理事はその数を報告して開会を宣言する。た

だし、監事が招集した総代会では、監事がこれを行

う。

（議長）

第７条 理事は、総代会にはかって、出席した総代の

中から議長１人を選出する。

２ 前項の選出に際し選挙を行う場合は、拍手、挙手

又は投票による。

３ 議長は、総代会の秩序を保ち円滑に運営する。

（書記）

第８条 議長は、議事の開始にあたり議場にはかって

書記若干名を指名する。

（議事運営委員）

第９条 議長は、役職員、総代の中から議事運営委員

を指名し、議事日程の提案、発言通告の受理、その他

議事運営に必要な助言と事務を行わせることができ

る。

（退場の制限等）

第10条 出席者は議長の定めた席につき、会議中みだ

りに席を離れてはならない。

２ 出席した総代又は代理人が、総代会の終了前に退

場するときは、議長又は議事運営委員の許可を得なけ

ればならない。

３ 総代会の出席者が退場したことによって成立要件

に欠けることになったときは、議長はこのことを総代

会に報告する。

（発言）

第11条 議長は、発言方法と発言時間を総代会にはか

って定める。

２ 発言者は、議長の許可を得て、所属及び氏名を告

げてから発言する。

３ 傍聴する組合員は、議長の許可を得て発言でき

る。

４ 議長は、総代会にはかって、関係者を出席させ発

言を求めることができる。

５ 議長は、総代会の運営上必要と判断したとき、発

言を停止させることができる。

（質問に対する説明）

第12条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内に

おいて、議案について質問することができる。

２ 総代の質問に対する説明は、議案に関する質問に

ついては理事長又はその指名した理事が、監査に関す

る質問については監事が行う。ただし、以下の場合に

は、その理由を告げて質問に対する説明を拒むことが

できる。

(1) 質問が総代会の目的である事項に関しないもので

ある場合

(2) 説明により組合員の共同の利益を著しく害する場

合

(3) 調査を要するため、直ちに説明することが困難で

ある場合

(4) 説明により、組合又は第三者の権利を侵害するこ

ととなる場合

(5) 総代が実質的に同一の事項について繰り返して説

明を求める場合

(6) その他正当な理由がある場合

３ 理事又は監事は、議長の許可を得て職員等の補助

者に説明させることができる。

（議事進行に関する動議）

第13条 総代は、討論の続行と終結、総代会の続行と

延期、議長不信任など議事進行に関する事項につい

て、総代10人以上（自分を含む。）の賛同を得て、文

書又は口頭で議長に動議を提出することができる。

２ 前項の動議の提出があったときは、議長は動議の

提出者から総代会に対してその動議の趣旨を説明させ

たのち表決に付する。ただし、議長の不信任動議を除

き、議事運営上適切でないと認められるときは、議長

の判断により動議を却下することができる。

３ 第１項の動議は、出席した総代の議決権（代理人

による議決権を含み、議長は出席した総代の数に参入

しない。）の過半数の賛成で議決する。ただし、書面

による出席者はこの議決に関して欠席したものとみな

す。

（修正動議）

第14条 総代が、付議された議案を修正する動議（以

下、「修正動議」という。）を提出する場合には、総

代10人以上（自分を含む。）の賛同を得て、文書で理

事長に届け出るものとする。

２ 前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合

には、議長はその動議について審議に付さなければな

らない。

３ 前二項の定めにかかわらず、総代は、総代10人以

上（自分を含む。）の賛同を得て、総代会において文

書で議長に修正動議を提出することができる。

４ 前項の修正動議の提出があった場合、議長は総代

会に議題としてとりあげるかどうかをはかり、その修

正動議を提出した総代（賛同した者を含む。）のほか

に10人以上の総代が議題としてとりあげることを支持

したとき、議長はその修正動議について審議に付すも

のとする。

５ 議長は、修正動議を審議に付したときは、表決に

当たりまず修正動議につきこれを決するものとし、２

つ以上の修正動議があるときは、その趣旨が原案とも

っとも異なるものから順次表決するものとする。

６ 修正動議の提出者は、その修正動議が審議に付さ

れた後でも、これを修正又は撤回できる。ただし、議

長が修正又は撤回を拒んだときはこの限りでない。

７ 修正動議は、出席した総代の議決権（書面又は代

理人による議決権を含み、議長は出席した総代の数に

参入しない。）の過半数の賛成で議決する。

８ 修正動議を表決する場合には、書面による議決権

のうち、原案に対して賛成のものは修正動議に対して

反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権したも

のとみなす。

（緊急動議）

第15条 総代は、定款第57 条に基づき、定款の定める

総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急

を要するものについて、動議を提出することができ

る。

２ 前項に定める動議（以下、「緊急動議」とい

う。）については、前条第３項及び第４項の定めを準

用する。

３ 緊急動議は、出席した総代の議決権（議長は出席

した総代の数に参入しない。）の過半数の賛成で議決

する。ただし、書面又は代理人による出席者はこの議

決に関して欠席したものとみなす。

４ 前項の場合において、その動議に関し出席した総

代の人数が第６条に定める成立要件を満たさないとき

は、議長はその緊急動議を審議又は表決に付すことが

できない。

（一事不再議）

第16条 否決又は撤回された議案及び動議は、同じ総

代会で再び提案できない。

（特別委員会）

第17条 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員

会を設けて、議案その他の事項の審議を行わせること

ができる。

２ 前項の委員は総代会で選任し、委員は委員長を互

選する。

３ 委員長は、審議の経過及び結果を総代会に報告す

る。

４ 議長は、特別委員会の報告を受けて必要があると

きは、表決に付さなければならない。

（総代会の打切り、延期及び続行）

第18条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延

期し、又は続行することができる。

（討論の終結）

第19条 議長が議案の表決を行うことを宣言した後

は、議案についての発言をすることができない。

（表決の方法）

第20条 表決は挙手、起立、投票のいずれかの方法に

よるものとし、そのつど議長が定める。

２ 議長は、表決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総

代会の成立の状況を確認するものとする。

３ 総代及び代理人は、総代証又は代理人証を明示し

て議長の採決に応じなければならない。

４ 棄権した者の数及び表示された議決権行使の意思

内容が不明である者の数は、出席した総代の議決権数

に算入する。

（表決結果の宣言）

第21条 議長は、前条第３項による賛否等に書面議決

書による賛否等を加えて、表決の結果を宣言しなけれ

ばならない。

２ 前項の場合において、議長はその議題の議決に必

要な賛成数を充足していること又は充足していないこ

とを宣言すれば足り、賛否等の数を宣言することを要

しない。

（秩序の保持）

第22条 総代会の議事運営は、すべて議長が指示す

る。

２ 議長は、無断で発言した者又は議事妨害になる行

為をした者に、退場を命じることができる。

３ 議長は、議事運営のために必要と判断したとき

は、議場を閉鎖できる。

（規定の準用）

第23条 この規約は、総会の運営について準用する。

この場合において、第2条中「総代2人まで」とあるの

は「組合員9人まで」と、第13条及び第14条中「総代

10人以上」とあるのは「組合員30人以上」と読み替え

るものとする。

（改廃）

第24条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

（施行期日）

１ この規約は、組合成立の日から施行する。

１ 2009 年５月29 日一部改正・施行する。

１ 2012 年５月 25 日一部改正・施行する。

１ 2024 年５月 23 日一部改正・施行する。
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役員選挙規約

（目的）

第１条 この規約は、消費生活協同組合法（以下、

「生協法」という。）及び定款に基づき、名古屋大学

消費生活協同組合（以下、「組合」という。）の役員

の選挙と補充について定める。

（選挙区と定数）

第２条 役員の選挙区及び選挙区ごとの定数は、定款

第１８条の定める範囲内において理事会で定める。

（不適格者）

第３条 生協法の規定により役員となることができな

い者のほか、破産手続き開始の決定を受け、復権して

いないものは役員としての被選挙権を有しない。

（役員選挙管理委員会）

第４条 理事長は、役員選挙を管理運営するために、

理事会の承認を得て、役員選挙管理委員を任命する。

２ 役員選挙管理委員は、組合員（役職員である者を

含む、以下同じ。）の中から３人以上５人以内をもっ

て構成する。

３ 委員の任期は１年とする。ただし再選を妨げな

い。

４ 役員選挙管理委員は、役員選挙管理委員会を構成

すし、役員選挙管理委員会は委員の中から委員長１人

を互選する。

５ 役員選挙管理委員会は委員の半数以上の出席によ

り成立し、委員会の議事は出席した委員の３分の２以

上の多数で決する。

６ 役員選挙管理委員長は、この規約の定めるところ

により役員選挙を管理運営し、その経過及び結果等を

理事会及び総代会に報告するほか、必要な公告を行

う。

（被選挙権）

第５条 役員の被選挙権を持ち立候補できる者は、第

７条による公告がされた日に組合員である者とする。

ただし、生協職員として採用されたことにより組合員

資格を持って組合員となっている者は、理事会の推薦

を得た場合を除き、候補者となることができない。

２ 役員選挙管理委員は、候補者となることができな

い。ただし、役員選挙管理委員を辞任したときはこの

限りでない。

（選挙の手順）

第６条 任期満了に伴う役員選挙は、その選挙を行う

通常総代会の会日の28 日前までに選挙実施の公告を

行い、総代会において選挙し、総代会において当選を

確認する。

２ 前項及び次条の具体的な日程については役員選挙

管理委員会が定める。

（選挙実施の公告）

第７条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。

（1）理事及び監事ごとの選挙区と定数

（2）候補者の受付期間と手続き方法

（3）その他必要な事項

２ 前項第２号の受付期間の終了日は、前項の公告の

日から5 日（ただし、土・日・祝日は含まない。）

以上経過した日であることを要する。

（立候補の届出）

第８条 理事又は監事に立候補しようとする組合員

は、公告された受付期間中に、役員選挙管理委員長の

定めた用紙（以下、「所定の用紙」という。）に必要

事項を記入し、役員選挙管理委員長に届け出なければ

ならない。

（重複立候補の禁止）

第９条 組合員は、理事と監事に同時に立候補し、又

は異なる選挙区で同時に立候補することができない。

（理事会による推薦）

第10 条 理事会は、組合員又は組合員以外の者のう

ちから、理事及び監事の候補者を、本人の同意を得

て、第２条により定めた定数の範囲内で推薦すること

ができる。ただし、理事については、定款に定める理

事の定数の下限の３分の１を超えて組合員以外の者を

推薦することはできない。

２ 理事会は、第８条により立候補した組合員を、そ

の組合員の同意を得て推薦することができる。

３ 前２項の推薦は、理事会の議決により決する。た

だし、理事会が監事候補者の推薦をするときは、監事

の意見を聞いて行うよう努めるものとする。

４ 第１項の推薦を得て候補となる者は、公告された

受付期間中に所定の用紙に必要事項を記入し、推薦受

諾の旨を役員選挙管理委員長に届け出るものとする。

ただし、その届け出が遅れることにつき正当な理由が

あるときは、役員選挙管理委員長の承認を得て、受付

期間終了後すみやかに届け出ることができる。

（選挙運動）

第11 条 選挙運動は、役員選挙管理委員会の指示に

従って行うことを要する。

２ 選挙運動を行うにあたり、前項による役員選挙管

理委員会の指示との関係について疑義があるときは、

役員選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。

（選挙）

第12 条 選挙は、総代会において行う。

２ 総代会に出席した総代（第14 条の書面投票によ

り参加する総代及び委任により参加する総代を含む、

以下同じ。）は、すべての選挙区の選挙に投票するも

のとし、投票は総代１人につき１票とする。

３ 投票は、選挙区ごとに、無記名連記制により行

う。

４ 候補者が定数内の選挙区については信任投票を行

う。

（当選者の決定）

第13 条 候補者が定数を上回る選挙区については、

当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当

選最下位者の得票数が同数のときは、抽選により当選

者を決定する。

２ 前条第４項の信任投票を行った選挙区について

は、総代会に出席した総代の過半数の信任を得た者を

当選者とする。

（書面投票）

第14 条 定款第６３条に定める書面による選挙権の

行使は、選挙しようとする役員の氏名を明示した書面

（ただし、役員選挙管理委員長が作成した用紙である

ことを要する。）を封筒に封入し、封筒に署名又は記

名押印して、総代会の開会までに役員選挙管理委員長

に提出して行う。

２ 前項の定めにかかわらず、総代会の途中で退席す

る総代（総代から委任を受けた者を含む。）は、退席

後に行使すべき選挙権について書面をもって行うこと

ができる。

（無効投票）

第15 条 次の投票は無効とする。

(1）所定の用紙を用いないもの

(2) 定められた投票方法に違反したもの

（立候補又は推薦受諾の取消し）

第16 条 候補者となった者は、当選者が確定するま

での間、役員選挙管理委員長に通知することにより、

いつでも立候補又は推薦受諾を取消すことができる。

２ 前項の取消しがされた場合、すでに行われた書面

投票の準備・投票等は、その者に関する部分のみ行わ

れなかったものとみなす。

（総代会への報告と公告）

第17 条 役員選挙管理委員長は、役員選挙の結果を

総代会に報告し、公告する。

（就任辞退）

第18 条 当選した役員が就任を辞退したとき、又は

役員の資格喪失等により役員に就任しなかったとき

は、役員選挙管理委員会の決定により次点者を当選者

とし、この旨を役員選挙管理委員長が公告する。

（就任）

第19 条 通常総代会で当選した者は、その通常総代

会が終了したときに役員に就任する。

（総代が役員に就任した場合の措置）

第20 条 総代が役員に就任したときは、その就任の

ときに総代を退任するものとする。

（異議申し立て）

第21 条 選挙に関する異議は、総代会において役員

選挙結果が報告されてからその総代会が終了するとき

までの間に、役員選挙管理委員長に対して書面又は口

頭で行う。

２ 異議の裁定は役員選挙管理委員会において決し、

総代会が終了するときまでに異議申立人に通知する。

３ 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべき

ものであるときは、役員選挙管理委員会はその当選を

無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。

４ 裁定の結果が当該選挙区又は全選挙区の選挙を無

効とすべきものであるときは、役員選挙管理委員長の

提案に基づき総代会で定めるところによる。

（補充選挙等）

第22 条 総代会の選挙の結果、当選する理事又は監

事の人数が、定款に定める各役員の人数の下限に満た

ないときは、理事長はその総代会又は臨時総代会にお

いて、補充選挙を行わなければならない。

２ 前項の場合でその補充が臨時総代会で行われると

きは、任期の満了によって退任した理事の全員又は監

事の全員は、臨時総代会で後任者が就任するまでの間

は、なお役員としての権利義務を有するものとする。

３ 就任した役員が辞任等によって退任した場合にお

いて、理事又は監事の人数が、定款に定める定数の下

限から、その下限の人数の５分の１を超えて欠くに至

ったきで、次の通常総代会の日までに３ヶ月以上の期

間があるときは、理事長は臨時総代会を招集し、その

状態になったときから３ヶ月以内に補充しなければな

らない。

４ 就任した役員が辞任等によって退任した場合にお

いて、理事又は監事の人数が、定款に定める定数の下

限を欠くに至ったときは、その退任した理事又は監事

は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての

権利義務を有するものとする。

５ 第１項及び第３項の定めにかかわらず、理事会が

必要であると議決したときは、理事長は臨時総代会を

招集し、役員を補充することができる。

（補充選挙の方法）

第23 条 補充選挙を行うときは、前各条を準用す

る。

（細目）

第24 条 役員選挙に関する細目並びに法令、定款及

びこの規約に定めがない事項の取扱いは、役員選挙管

理委員会が決する。

（改廃）

第25 条 この規約の改廃は、総代会の議決による。

（施行期日）

１ この規約は、組合成立の日から施行する

１ 2009 年5月29日一部改正・施行する。

１ 2012 年 5 月 25 日一部改正・施行する。

１ 2020 年 5 月 27 日一部改正・施行する。

<63>








